
NO. 質問 回答

1

（１）生物多様性条約関連会合に関する業務

・情報収集とは、具体的にどのような業務を想定していますか。

（会議開始前の実施ですか。収集する情報は英語ですか。）

情報収集は、会議後の記録作成のために会議に同席し、発表・議論

の内容を収集することを指します。収集情報は英語です。

別途仕様書にも記載のとおり、事前に当該会合で扱われる議題のう

ち、当省が担当する各議題やその会合文書に関する過去の経緯及び

我が国の対処方針等も把握願います。（仕様書に記載された箇所：

「なお、当該作業を担当する者は、あらかじめ環境省担当官より提

供する資料等を通じて、当該会合で扱われる議題のうち環境省が担

当する各議題やその会合文書に関する過去の経緯及び我が国の対処

方針等を確実に把握しておくこと」）

2

（１）生物多様性条約関連会合に関する業務

4会合とも、記録作成のために同席する会議体は一つのみで、同時並

行して複数の作業部会が行われる可能性はありますか。

（例：Plenaryとは別に、WGなどが別室で同時並行し進められる場

合、PlenaryもWGも同席する可能性はありますか。

その場合、一日に最大いくつの会議体に同時に同席する必要がありま

すか。）

4会合とも同時並行して複数の作業部会が行われる可能性はあります

が、記録作成のために同席いただくのは一つのみです。

3

（１）生物多様性条約関連会合に関する業務

・速報版は、各日のセッション終了後、およそいつまでの提出を想定

していますか。

各日終了後6時間以内を想定していますが、当日の状況等を踏まえ、

当省担当官と調整願います。

4

（１）生物多様性条約関連会合に関する業務

・速報版は、環境省様が担当する議題のみを対象に、該当セッション

全体をサマライズした内容を想定していますか。もしくは、各日の議

題すべてを対象としますか。

速報版は、当省が担当する議題のみを対象に、該当セッション全体

をサマライズした内容を想定しています。

5

（１）生物多様性条約関連会合に関する業務

・記録とは、環境省様が担当する議題のみを対象に、該当セッション

での各国の発言をまとめた内容を想定していますか。もしくは、各日

の議題すべてを対象としますか。

記録は、当省が担当する議題のみを対象に、該当セッション全体を

サマライズした内容と各国の発言をまとめた内容を想定していま

す。

6

（１）生物多様性条約関連会合に関する業務

・記録作成のために、各会合の録音データの支給はありますか。

当省からの支給はありませんが、メディアに掲載のデータをご使用

いただけます。

7

（１）生物多様性条約関連会合に関する業務

・現地出席する会合にかかる宿泊費、交通費を含めた見積もりの提示

でよろしいですか。

はい、相違ありません。

8

（２）G7ワークショップに関する業務

・ヒアリングをする有識者の選定は、環境省様が行いますか。

はい、当省にて選定します。

9

（２）G7ワークショップに関する業務

・ヒアリングは英語での実施を予定し、ヒアリングの記録作成は日本

語ですか。

ヒアリング・記録作成ともに日本語です。

10

（２）G7ワークショップに関する業務

・G7ワークショップ自体には参加せず、後日環境省様より支給され

る録画・スクリプトデータから記録を作成するという認識でいます

が、支給される全てのデータは英語での支給ですか。

ご認識通り、ワークショップには参加いただかず、支給データはす

べて英語です。

質問回答


